
リトルスポーツクラブ細則 
本規約第１４条により、以下の細則を定めます 

「規約・細則」の用紙は退会まで保管してください 

 

スマートフォンまたは携帯電話のメールアドレスの登録について 

（１） 活動に関する諸連絡にはメールを使用しますので、必ずメールアドレスの登録をお願いします。 

（２） 登録したアドレスが変わったときはすぐにお知らせください。 

※件名に「会員名（子どもさんの氏名）」を入力し、空メールを送信してください。折り返し返信しますので、受

信確認のための再送信をお願いします。パソコンからの迷惑メール対策などをされている方は、解除する等

の手続きをお願いします。 

ｍａｓｔｅｒ＠ａｐｌｓ．ｇｒ．ｊｐ 

 

活動内容の詳細について 

日程や詳細が確定したものはリトルスポーツクラブ会報「ＳＰＯＲＴＳ ＫＩＤＳ」（以下会報という）でお知らせし

ます。なお、年間の予定については年度当初の予定であり、変更になることがありますのでご了承ください。 

 

服装について 

指定のないときは自由ですが、ジャージやＴシャツなどの動きやすく汚れてもいい服装で参加ください。私

服で参加するときは、活動に合った服装を心がけましょう。ひもやコードがついている服はひっかかりやすく危

険です。 

髪型や髪留めは集中力の妨げにならないようにしてください。シューズは、かかと部分がしっかりとしていて

足にあったサイズのものをご用意ください。お迎えのときに着替えを準備いただくとよい場合もあります。 

 

持ちものについて 

（１）飲みもの、汗拭きタオルは毎回忘れずに持参してください。 

（２）その他の持ちものは活動によって異なります。会報にてご確認ください。 

 

欠席・振替参加について 

（1） 種目によっては班編成をしますので、欠席はわかった時点で早めにご連絡ください。また、集合時刻に著

しく遅れる場合もご連絡ください。 

（２）欠席したときは、年度内であれば「体育教室」に振替参加ができます。ただし、振替参加をお受けできない

ときもありますので、必ず希望日時を事前にお知らせください。 

 

送迎について 

（１）事故防止のため、施設への入館までの待機時間は保護者の方の引率をお願いします。 

（２）駐車場での盗難、事故等についての責任は一切負いません。ドアの開閉、発車、駐車の際は周囲に十分

ご注意ください。 

（３）野外活動および市内体育施設にて活動を行う場合は現地集合となりますが、可能な範囲でクラブハウスよ

り送迎します。（ご自宅からクラブハウスまでの送迎はいたしません。）事前にお問い合わせください。 

送迎代／往復、片道問わず一人 500 円 

 

クラブハウスへの入館について 

指導者がお声がけするまで玄関ホール左側のカフェスペースでお待ちください。 

 

屋外活動で雨天の場合 

原則として小雨決行ですが、種目によっては中止か延期となります。その場合の連絡方法については、会

報にてお知らせいたします。 

 

保護者の見学について 

現在、アプルスアリーナでの見学はご遠慮いただいています。その他の会場や屋外での活動はその限りで

はありませんので、お気軽にお尋ねください。小さなお子様を連れて見学される際は、お子様が運動場内を走

り回ることのないようにご配慮をお願いいたします。 



 

会費について 

（１）入会金は同居の家族２人目から不要です。入会時に兄弟または家族がすでにクラブまたは教室に所属し、

入会金を納めている場合も不要とします。 

（２）月会費は年間の活動にかかる経費を割ったものですので、その月の欠席の有無にかかわらず納めていた

だくものです。 

（３）連絡なく欠席が続いても月会費はお返しできません。忘れずに休会、退会の手続きを行ってください。 

（４）会費は入会時の手続きにより、毎月２７日頃に口座自動振替となります。 

 

会費優遇について 

ナイスサポートセンター会員は会員証提示により、入会金が１,０００円割引となります。 

 

会費納入方法 

（1）入会金／入会時、入会申込書に添えて現金で納めてください。 

（2）月会費／口座自動振替となりますが、手続完了まで時間がかかりますので、ひと月分の会費は現金で納

めてください。 

（3）年間保険料／入会時または年度初めに毎年納めていただくものです。 

 

口座自動振替 

（1）口座振替日は毎月２７日です。振替日が近くなりましたら口座残高をご確認ください。 

（2）会費収納代行をリコーリース㈱に依頼しております。 

（3）引落完了の通知はいたしません。記帳にてご確認ください。通帳への印字は「ｱﾌﾟﾙｽｶｲﾋ」となります。 

 

退会・休会 

退会・休会については、退会・休会する月の前月末までに申し出たうえで「退会届」または「休会届」をご提

出ください。期日までに申し出がなかった、届が未提出だったなどの場合、次月の会費が発生しますのでご承

知おきください。また、休会中や退会後の振替参加はできません。 

 

活動中のけがについて 

（1）スポーツにけがはつきものです。事故が起きぬよう最大限努めますが、会員がケガを負った際は応急処置

をして、状況によってはご家族に連絡し、医療機関へ連れて行っていただく等の対応をお願いしています。 

（２）活動中に負ったけがにより、後日医療機関を受診したときは、すぐに事務局までお知らせください。 

 

傷害保険給付額 

死亡・後遺障害 入 院 日 額 通 院 日 額 

５００ 万円 ４,０００ 円 ２,０００ 円 

1）規約第９条の保険は上記によって該当します。 

2）被保険者が当会の管理活動中および往復中に負った、急激で偶然な外来の事故が補償の対象となりま

す。 

3）入院については治療日数１日目から、通院については治療日数２日以上の事故について１日目から補

償されます。 

 

継続について 

退会の申し出がない限り、毎年２月頃に次年度の継続確認を行います。継続される方は、毎年４月に月会

費と併せて年間保険料のお引落しをいたします。 

 

 

付則    細則改正   2011 年４月１日  2012 年 3 月 7 日  2013 年 3 月 1 日  2014 年 3 月 1 日 

20１5 年４月１日  20１6 年４月１日  2017 年 4 月 1 日  2018 年 4 月 1 日 

2019 年４月１日 2021 年 9 月 1 日 2023 年 4 月 1 日 


